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変 更 後 変 更 前

第1章河川整備計画の日標に関する事項

第1節日域の概要

な か が わ  と ち ぎ け ん な す ぐ ん  な す だ け  _
那珂川はその源を栃木県那須郡の那須岳 ( 標 局 1 , 9 1 5 m ) に 発 し , 栃 木 県 ・ 茨 城

県を流れ, ひたちなか市において太平洋に注ぐ幹川延長150k  m ,  流域面積3,270

krr fの河川である。 流域内人口は約56万人である。

本整備計画の対象となる那珂川圈域は, 茨城県内の那珂川支川の一 級 河 川 指 定
〇 ぬ ま が わ l 1_ き _ み j ; し

区 間 流 域 ( た だ し 涸 沼 川 圏 域 を 除 く )  で あ り ,  県 庁 所 在 地 の 水 尸 市 及 び ひ た ち
し か さ ま し  な か し  ひ た ち お お み や し  ぃ ば ら き ま ち  し ろ さ と ま ち

な か 市 ,  笠間市, 那珂市,  常 陸 大 宮 市 ,  茨城町, 城 里 町 の 7 市 町 で 構 成 さ れ る

圈域面積約600k㎡の地域である。

本圈域内の河川数は48河川で, このうち那珂川に直接流入している河川は14河

川 で あ る 。

圈域上流は中山間地帯をなす形態から多くの自然環境を残し,  貴重な動植物も

と こ ろ ど こ ろ に 存 在 す る 。 一方, 下流に広がる低地には, 水戸市やひたちなか市

等に人口, 資産等が集中する市街地が形成されている。

図11に那珂川圈域図を示す。

-1-

第 1  章河川整備計画の目標に関する事項

第1節日域の概要

な か が わ  と ち ぎ け ん な す ぐ ん  な す だ け  _
那珂川はその源を栃木県那須郡の那須岳 ( 標 局 1 , 9 1 5 m ) に 発 し ,  栃 木 県 ・ 茨 城

県を流れ, ひたちなか市において太平洋に注ぐ幹川延長150km,  流域面積3,270

krr fの河川である。 流域内人口は約58万人である。

本整備計画の対象となる那珂川圈域は, 茨城県内の那珂川支川の 一 級 河 川 指 定
〇 ぬ ま が わ l 1 ん い き  _ み と し

区 間 流 域 ( た だ し 涸 沼 川 圏 域 を 除 く )  で あ り ,  県 庁 所 在 地 の 水 尸 市 及 び ひ た ち
し か さ ま し  な か し  ひ た ち お お み や し  ぃ ば b き ま ち  し ろ さ と ま ち

なか市, 笠間市, 那珂市,  常 陸 大 宮 市 ,  茨城町, 城 里 町 の 7 市 町 で 構 成 さ れ る

圈域面積約600k㎡の地域である。

本圈域内の河川数は48河川で, このうち那珂川に直接流入している河川は14河

川 で あ る 。
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等に人ロ, 資産等が集中する市街地が形成されている。
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変 更 後 変 更 前

(地形 - 地質)
j_ く す せ い  し ょ う き ふ く

圈域内の地形は, =角 州 性 低 地 ̃ 小 起 伏 山 地 に 属 し て お り

沿 つ た 那 珂 台 地 , 右 岸 に 沿 つ た 東 茨 城 台 地 と 呼 ば れ る ロ ーム-i

川低地と呼ばれる三角州性低地が相互に形成されている。
な か ま る が わ  さ く ら が わ  は や と l 1 わ

圈 域 内 の 地 質 は , 中 丸 川 , 桜 川 , 早 尸 川 の 各 流 域 に 分 布

茨 城 台 地 が 主 に 火 山 灰 ・ ロ ー ム で 形 成 さ れ て お り , 那 珂 川 低
こ う せ き さ れ き  ふ じ い が わ  ぉ ぉ ゃ

砂 ・ 泥 及 び 洪 積 砂 礫 で 形 成 さ れ て い る 。 一方 , 藤 井 川 ,  大名
ね ん ば ん が ん  き り ょ く ぎ ょ う か ぃ が ん

地 質 は , 山 地 特 有 の 岩 地 質 で 粘 板 岩 ・ 砂 岩 ・ 輝 緑 凝 灰 岩 及

れ て い る 。

, f 令 94、_、,
11 1' 一 三角 ? ?a u a、 / 一_地 a M 四 1  変
,f ai一し 一 山 地 M 面

しJX0 -:=:3, 野 更「一t二 ,-- M 地 a び 9 台' な

r'ぃ、hし '-f 準
・ _

a-t、
理 aし

図1-2目域の地形・地質
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(地形 - 地質)
j_ く す せ い  し ょ う き ふ く
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変 更 後 変 更 前

(気候)

本 圏 域 の 気 候 は ,  圏域北部の常陸大

宮観測所における年間平均気温が13.0℃

で あ り ,  年 間 降 水 量 が 1 , 3 7 8 m m で あ る 。

ま た ,  圈域南部の水戸観測所における年

間 平 均 気 温 は 1 4 . 5 ℃ で あ り , 年 間 降 水 量

は1,378mmである。

こ の こ と か ら ,  圈域の北部と南部

では,  気温に多少の差があるものの,

年間降水量はほとんど差がない状況

で あ る 。

基R
本 圏 域 の 気 候 は , 圏 域 北 部 の,f、識

意l建大9市

観測所における年間平均気温が13.1 ・
℃ で あ り , 年 間 降 水 量 が 1 , 3 8 0 m m  1j、a
で あ る 。 ま た , 圈 域 南 部 の 水 戸 観 測  建
所における年間平均気温は,14 . 0℃

は里町 h
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図 1 - 4 團 域 の 気 候 ( 平 成 1 0 年 ̃ 平 成 1 9 年 気 象 庁 資 料 よ り )
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※ 年 問 平 均 気 温 ,  年問降水量の数値は, 平 成 2 2 年 か ら 令 和 元 年 の 平 均 値 に よ る 。
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変 更 後 変 更 前

(動植物)
モじ _ う -

圈域内に生息する生物は, 那珂川本川及び支川でサケの遡上が確認されており,

支川の上流部ではカジカも見られる。 ま た ,  「 茨 城 県 版 レ ッ ド デー タ ブ ッ ク  (茨城

における絶減のおそれのある野生生物) < 動 物 編 > 2 0 1 6 年 改 訂 版 」 に 絶 滅 危 惧

II 類 と し て 指 定 さ れ て い る ギ バ チ や ヤ リ タ ナ コ ' ,  準 絶 減 危 惧 の ゲ ン ジ ボ タ ル が 圈

域内の河川で確認されている。
す が や

圈 域 の 植 生 は 広 葉 樹 を 主 体 と し な が ら ,  県 指 定 天 然 記 念 物 で あ る  「菅谷の力
1 i う に く ま ち  _ 

ヤ 」 や 特 定 植 物 群 落 で あ る  「 常 北 町 の 暖 帯 林 」  な ど ,  各所に貴重な植物が分布

し て い る 。  ま た ,  水辺の植生は, ツ ル ョ シ な ど の 草 本 類 が 見 ら れ る 他 , 藤 井 川 や

緒川では竹類の群生が随所にみられる。

経田 =一 要  変一 u _  . 、

,=n , i?? ? aa 事_a t 。i ' S! ie- 

(動植物)
そ じ ょ i  -

圈域内に生息する生物は, 那珂川本川及び支川でサケの遡上が確認されており,

支川の上流部ではカジカも見られる。 ま た ,  「 茨 城 県 版 レ ッ ド デー タ ブ ッ ク  (茨城

における絶滅のおそれのある野生生物) <動物編> 2016年改訂版」に絶減危惧 n 類

と し て 指 定 さ れ て い る ギ バ チ や ヤ リ タ ナ ゴ ,  準 絶 滅 危 惧 の ゲ ン ジ ボ タ ル が 圈 域 内

の河川で確認されている。
す が ゃ

圈 域 の 植 生 は 広 葉 樹 を 主 体 と し な が ら ,  県 指 定 天 然 記 念 物 で あ る  「菅谷の力
1 i う ほ く ま ち  _ 

ヤ 」 や 特 定 植 物 群 落 で あ る  「 常 北 町 の 暖 帯 林 」 な ど , 各 所 に 貴 重 な 植 物 が 分 布

し て い る 。  ま た , 水 辺 の 植 生 は ,  ツ ル ョ シ な ど の 草 本 類 が 見 ら れ る 他 , 藤 井 川 や

緒川では竹類の群生が随所にみられる。

l ala護' ・1 jj t -_

m サ ケ  j'

◆一
ギパチ(絶滅危惧 II 類) 'ア ンジポタル(準絶滅危惧)

写真1-1目域に生息する代表的な生物
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jl

3'1
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変 更 後 変 更 前

(土地利用)

圈域全体の士地利用構成比を見ると,  山 地 の 割 合 が 5 0 % と 最 も 多 く ,  続いて市

街 地 , 畑 地 , 水 田 等 の 順 に な っ て い る 。

那珂川本川の上流部にあたる圈域北西部の中山間地帯には森林等が広がり, 那

珂川本川の下流部にあたる圈域南部の台地では, 人口が集中して宅地化が進んで

お り ,  低 地 は 農 用 地 と し て の 利 用 が 図 ら れ て い る 。

(土地利用)

圏 域 全 体 の 土 地 利 用 構 成 比 を 見 る と , 山 地 の 割 合 が 4 9 . 1 % と 最 も 多 く , 続 い て

畑 地 , 市 街 地 , 水 田 等 の 順 に な っ て い る 。

那珂川本川の上流部にあたる圈域北西部の中山間地帯には森林等が広がり, 那

珂川本川の下流部にあたる圏域南部の台地では,人口が集中して宅地化が進んで

お り , 低 地 は 農 用 地 と し て の 利 用 が 図 ら れ て い る 。

水 田〇畑地 - %
19.1%

水 域 3.7'l

市街地
16 .0%

山地
49.1ll

図1-5那珂川目域の地日別土地利用比率(出典:国土数値情報(平成19年))
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変 更 後 変 更 前

(人ロ)

圈域の市町には,人口約56万人,約24万世帯の人々が居住している。 これは,

茨城県全人口約290万人に対して, 約20%に相当する。

圏 域 の 人 ロ 推 移 を 関 連 市 町 単 位 で 見 る と , 圈 域 西 部 の 常 陸 大 宮 市 , 城 里 町 , 笠

間市は, 昭和30年代から横ばい状況で平成に入つてからは減少状況であり,  圈域

東部の水戸市, ひ た ち な か 市 ,  那珂市は, 昭和60年代まで著しい増加傾向を示し,

その後も増加か横ばい傾向にあったものの近年減少に転じている。

(人ロ)

圈域の市町には,人口約58万人,約22万世帯の人々

茨城県全人口約300万人に対して,約20%に相当する。

圏域の人ロ推移を関連市町単位で見ると, 圏域西割

間 市 は , 昭 和 3 0 年 代 か ら 横 ば い 状 況 に 対 し , 圏 域 東 割

那珂市は,昭和60年代まで著しい増加傾向を示し,近4

国

圏域西部950%

16 . 6%  3.7

7.9%

9.4%

27,3%

図1-7目域内人ロの市町村別内訳

e n

が 居 住 し て い る 。  これは,

の 常 陸 大 宮 市 , 城 里 町 , 笠

の水戸市, ひ た ち な か 市 ,

'も増加傾向にある。

国圏 域 西 部 3 3 % 4 . 8 %

'%富

7.1%

9 .5%
富 重目8業.素野

圈域東部

解 . 9 %

?画 水 戸 市

國 ひ た ち な か 市

表基 ロ那i可市

養證 ロ常陸大宮市

ロ城里町

口笠間市'

町村別内訳

・水戸市

0ひたちなか市

ロ那i可市

ロ常陸大富市

o城里町

・笠間市? 養

図1-7圈域内人口の1
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図1-8圈域内人口の内訳と経年変化
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変 更 後 変 更 前

( 史 跡 ・ 名 勝 ・ 文 化 財 等 )

本圈域の北西部は, 高論ゃ前 県立自然公園等に代表される豊かな自然環境を有す

る 中 山 間 地 帯 を な し , 那 珂 川 本 川 を 中 心 と し , 角釣 り - キ ャ ン プ ・ ハ イ キ ン グ 等

の 利 用 が 図 ら れ て い る 。

ま た ,  「 大 串 貝 塚 」 や 「 愛 :者山古墳」, 「台渡里宵衙這読 」 と い っ た 史 跡 や

数々の遺跡から,  i, 代 よ り 圈 域 に お い て 人 び と が 生 業 を 営 ん で い た こ と が う か が

え る u 中 世 に は 多 く の 城 館 が 造 ら れ , 河 川 交 通 も 発 違 し た. ま た , 近 世 に は , 那

.11可川を望_む台地上に水J 1l 城 が 集 か れ た ほ か ,  「日本 二公園」の -つに数えられる

、・二 く・t _ _- -
作t 楽 園 や ,  l日水J ,潜の藩校、_、 あ る 弘 道 館 が 設 け ら れ た 。 現 在 、 _、は 周 辺 の 公 園 ・

ニ か ぃ ら く え ん こ i え ん

緑 地 , 河 川 , 歴 史 - 文 化 施 設 な ど 約 3 0 0 h a に お よ ぶ 区 域 を 偕 楽 園 公 園 と 称 し ,

整備や観光の取組を行つている。 追記と

再年構成・二ia
御前山県立自然公園

●=l li, _ l 一a t 

E H一 _

( 史 跡 ・ 名 勝 ・ 文 化 財 等 )
ごせ◆や ま

本圈域の北西部は, 御目,J山県立自然公園等に代表される豊かな自然環境を有す

る 中 山 間 地 帯 を な し , 那 珂 川 本 川 を 中 心 と し , 魚 釣 り ・ キ ャ ン プ ・ ハ イ キ ン グ 等

の 利 用 が 図 ら れ て い る 。

本 圏 域 の 南 部 に 位 置 す る 水 戸 市 に は ,  「 日 本 三 公 園 」 の 一つ に 数 え ら れ る'f告
ら ( え ん

楽 園 が 千 波 湖 ( 桜 川 ) を 一 望 で き る 高 台 に あ り ,  早 春 に は 多 く の 観 梅 客 で に ぎ

わ う 。

県 や 水 戸 市 で は , 偕 楽 園 を 中 心 と し た 周 辺 の 公 園 ・ 緑 地 , 河 川 , 歴 史 ・ 文
か= ら 、え̃ 二 つ え̃

化 施 設 な ど 約 3 0 0 h a に お よ ぶ 区 域 を 偕 楽 園 公 園 と 称 し ,  整備や観光などにおい

て 連 携 し た 取 組 を 行 つ て い る 。

ま た ,  水,一市には, l口水 ノ一落:つ薄 t文 i し て 設 け 1 、, れたi i道随 一i ,  屆 i yLi ノll j l i ; 基 i 1

4 i= 一で t 計

I=二iii?-? - ia

御前山llii立自然公園

1I・●iial

a ,

明

,.= au一 一t,義a ,i,1, - l,l一国 _ 。 _

田 m遭°、 出 f  ? n
常一 _ ,a

義 o ,

9勝) 弘道館(国指定特別史跡)

或 内 の 代 表 的 な 史 跡 名 勝 文 化 財 等

-8
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a,適
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?? 解 r,, ?-?'登 P 二 一 '
・ 0_-

n _ , 心

(日本三公園 国指定名勝) 弘道館(国指定特別史跡)

写真1-2 日域内の代表的な史跡 名勝 文化財等
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変 更 後 変 更 前

第2節河川整備の現状と課題

1 . 治水における現状と課題

( 1 )過去の主要な洪水の概要

那珂川團域の各河川は, 上流部の小起伏山地を流下する緒川, 藤井川, 大谷原

川等と下流部の低平台地や水田地帯を流下する中丸川, 桜川, 早戸川等に区分さ
な̃す̃

れる。 洪水時には, 圈域河川の流入先である那珂川の水位上昇時の内水による浸

水被害が発生し, 人々の生活に影響を及ぼしている。

表1-1 過去の主な洪水による住宅浸水被害状況

第 2 節  河川整備の現状と課題

1 . 治水における現状と課題

( 1 )過去の主要な洪水の概要

那珂川圏域の各河川は, 上流部の小起伏山地を流下する緒川, 藤井川, 大谷原

川等と下流部の低平台地や水田地帯を流下する中丸川, 桜 川 ,  早戸川等に区分さ
な ぃ す い

れ る 。  洪水時には, 圈域河川の流入先である那珂川の水位上昇時の内水による浸

水被害が発生し, 人々の生活に影響を及ぼしている。

表1-1 過去の主な洪水による住宅浸水被書状況

洪 水 雨 量 ( m m ) 被害状況

浸 水 家 屋 数

洪 水 雨 量 ( m m ) 被害状況

浸 水 家 屋 数観測所 48時間雨量 観測所 48時間雨量

昭 和 6 1 年 8 月 台風第10号及び豪雨 水戸 244 1'222棟 昭 和 6 1 年 8 月 台風第10号及び豪雨 水戸 244 1'2'22棟

平 成  3 年 9 月

平 成  8 年 9 月

平 成 1 0 年 8 月

台風第 l 8号及び豪雨風浪

台 風 第 1 7 号 及 び 豪 雨

豪 雨

水戸

水 戸

笠 間

212

2 0 7

1 5 3

8 7 棟

2 棟

'28棟

平 成  3 年 9 月

平 成  8 年 9 月

平 成 1 0 年 8 月

台 風 第 l 8 号 及 び 豪 雨 風 浪

台 風 第 l 7 号 及 び 豪 雨

豪 雨

水戸

水 戸

笠 間

21'2

2 0 7

1 5 3

8 7 棟

2 練

2 8 棟

平 成 1 1 年 7 月

平 成 1 4 年 7 月

平 成 2 3 年 9 月

平 成 ' 2 6 年 1 0 月

令 和 元 年 1 0 月

豪雨

台 風 第 6 号 及 び 豪 雨

台 風 第 1 5 号 及 び 豪 雨

台風第18号及び豪雨

令和11年東ll本台1重、し

水戸

水 戸

水 戸

水 尸

?く J 1
ま , i 入 f k

153

1 3 7

1 6 5

191

1 4 2

(3e ))

1 8 練

1 5 棟

1 7 棟

2 棟

lli4 7 棟

平 成 1 1 年 7 月

平 成 1 4 年 7 月

平 成 ' 2 3 年 9 月

平 成 ' 2 6 年 1 0 月

豪雨

台 風 第 6 号 及 び 豪 雨

台 風 第 l 5 号 及 び 豪 雨

台 風 第 1 8 号 及 び 豪 雨

水戸

水 戸

水 戸

水戸

l 5 3

1 3 7

1 6 5

l 9 1

1 8 棟

1 5 練

1 7 棟

2 棟

※ 浸水家屋数は水害統計(国土交通省) ょ り 那 珂 川 本 川 を 除 い て 算 出

言表当なし 新規追加

-9-
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変 更 後 変 更 前

( 2 )  治水事業の沿革と課題

圈域内の河川においては, 昭 和 2 2 年 の カ ス リ ー ン 台 風 に よ り 藤 井 川 沿 川 に お

け る 集 落 に 被 害 が 出 た こ と を 受 け ,  藤井川上流に藤井川防災ダムを整備したこ

と か ら 始 ま っ た 。  そ の 後 ,  流域の市街地拡大に伴う住民及び資産の増加から,

昭和30年代以降に藤井川のほか, 水戸市やひたちなか市の市街地を貫流する早

戸川や桜川, 中丸川等の河川改修に着手した。

近年においては,昭和61年8月の台風第10号等により,  水戸市やひたちなか

市等の市街地における洪水被害が発生したことから,  桜川や沢渡川, 中丸川に

調節池を設けるなど,  治水効果を早期に高める整備を進めている。

令和元年10月の令和元年東日本台風により,那珂川本川と支川の合流部付近

に お い て , 本 川 の 水 位 上 昇 の 影 響 等 に よ り 甚 大 な 浸 水 被 害 が 発 生 し た こ と か ら ,

那珂川本川の合流部付近の県管理の支川において, 国 や 市 町 と 連 携 し な が ら 流

域の浸水被害の軽減対策を検討し, 推進を図る必要がある。

また,  茨城港常陸那珂港区・北関東自動車道・東水戸道路等の整備とそれに

伴 う 開 発 の 進 展 な ど , 今 後 ,  圈 域 内 の 開 発 が 進 展 す る 傾 向 に あ る こ と か ら , 河

川の未改修区間にっいて早急に整備を進めていく必要がある。

さ ら に ,  各河川の流下能力を上回る洪水等に備え, 情報提供の充実や関係機

関・地域住民との連携強化に努める必要がある。

令和元年東日本台風を踏まえ, 減災対策協議会の派生部会である 「那珂川下

流域における減災対策部会」 及び 「那珂川上流域における減災対策部会」 に よ

り , 令 和 2 年 1 月 に 「 那 珂 川 緊 急 治 水 対 策 プ ロ ジ ェ ク ト 」 が 取 り ま と め ら れ ,  国 ,

県 ,  市町村等が連携し,  「多重防御治水※ の 推 進 」 及 び 「 減 災 に 向 け た 更 な る

取 組 の 推 進 」 を 実 施 し て い く こ と で ,  「社会経済被害の最小化」を目指すこと

と し た 。

平成27年9月関東・東北豪雨等の近年の豪雨災害を受けての全国的な動きと

し て ,  河川管理者をはじめとする行政や住民等の各主体が 「施設の能力には限

界 が あ り ,  施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」 へと意識を改革

し , 社 会 全 体 で 洪 水 氾 濫 に 備 え る  「水防災意識社会」を再構築する取組が進め

ら れ て い る 。 水 害 ・ 士 砂 災 害 の 複 合 的 な 発 生 や ,  リスク情報が住民の避難にっ

な が っ て い な い 場 合 が あ る こ と 等 の 課 題 に 対 応 す る た め ,  減災対策協議会の場

を 活 か し ,  「水防災意識社会」の再構築をさらに加速させる必要がある。

※ 「河道の流下能力の向上」 遊 水 ・ 貯 留 機 能 の 確 保 ・ 向 上 」 ,  士 地 利 用 ・ 住 ま い 方 の 工 夫

を組み合わせた治水対策

(1ペー ジ増)-10-

9ページの続き
( 2 )  治水事業の沿革と課題

圏域内の河川においては, 昭 和 2 2 年 の カ ス リ ー ン 台 風 に よ り 藤 井 川 沿 川 に お

け る 集 落 に 被 害 が 出 た こ と を 受 け ,  藤井川上流に藤井川防災ダムを整備したこ

と か ら 始 ま っ た 。  その後,  流域の市街地拡大に伴う住民及び資産の増加から,

昭和30年代以降に藤井川のほか, 水戸市やひたちなか市の市街地を貫流する早

戸川や桜川, 中丸川等の河川改修に着手した。

近年においては,  昭 和 6 1 年 8 月 の 台 風 第 1 0 号 等 に よ り , 水 戸 市 や ひ た ち な か

市 等 の 市 街 地 に お け る 洪 水 被 害 が 発 生 し た こ と か ら ,  桜川や沢渡川, 中丸川に

調 節 池 を 設 け る な ど ,  治水効果を早期に高める整備を進めている。

ま た ,  茨城港常陸那珂港区・北関東自動車道・東水戸道路等の整備とそれに

伴 う 開 発 の 進 展 な ど , 今 後 ,  圏 域 内 の 開 発 が 進 展 す る 傾 向 に あ る こ と か ら , 河

川の未改修区間にっいて早急に整備を進めていく必要がある。

さ ら に , 各 河 川 の 流 下 能 力 を 上 回 る 洪 水 等 に 備 え , 情 報 提 供 の 充 実 や 関 係 機

関 ・ 地 域 住 民 と の 連 携 強 化 に 努 め る 必 要 が あ る 。

-10-



■
変 更 後 変 更 前

2 .  利水における現状と課題

那珂川周辺に開けた低地には古く よ り水田が開け,

た。 そのほとんどは那珂川本川から水を得ているが,

おいては各支川より取水し,  か ん が い を 行 つ て い る 。

水としての利用も行われている

表1-2 主 な 河 川 の 水 利 用 ( 許 可 水 利 権 )

農業を中心に発達してき

支川周辺に開けた農地に

ま た . 水道用水や工業用

河川名

中 丸 川

水利使用の

目的

か ん が い

許可水利権

件数

5

かんがい面積の

合計(ha )

1 i1o. 9

最大取水量の合

言十(ma/s )

1) . 4 3 4

本 郷 川 か ん が い 2 6 0 . 5 0 . 1 64

桜 川 か ん が い 3 37 .4 0 . 096

逆川 工業 1 0 .014

早 戸 川 か ん が い 1 g .0 0 . 041

境川 か ん が い 1 70 . 1 0 . 117

藤井川 か ん が い 7 199 . 9 0 . 433

西 田 川 か ん が い 1 7 . 0 0 . 014

前沢川

緒 川

か ん が い

か ん が い

3

8

2 6 . 0

8 4 3

0 . 095

() . 3 9 5

水道 2 0 . 005

小舟川

大 沢 川

か ん が い

か ん が い

2

i
1 . 8

3 0

0 . 008

0 . 1 2 0

合 計 37 649 . 9 1 . 936

( 出 典 :

茨城県利水現況調書

( H 2 6 年 l 2 月 末 現 在 ) )

これらの各河川において,取水等に影響を与えた小規模な渇水が過去に発生

している。那珂川本川の渇水被害の発生状況は表1-3 の と お り で あ り ,  ほ と ん

ど が 4 月 末 か ら 5 月 初 め に 発 生 し て い る 。  この渇水発生時の対策として,農

業用水や都市用水の取水制限等が実施されている。

その他の河川利用としては,圏域内に遊魚や内水面漁業が営まれている河川

があり. 漁業権の設定状況は表14に示すとおりである

表1-3 那珂川本川の渇水被害の状況

年度 期間(月) 年度 期間(月)

昭和62年 4 ̃ 5 月 平成23年 7月

平成2年 8月 平成25年 5 ̃ 6 月
平成5年 4̃5月 平成26年 4̃6月
平成6年 4 ̃ 5 月 平成27年 4̃6月
平成8年 4 ̃ 5 月 、8 月 平成28年 4 ̃ 8 月
平成9年 4 ̃ 5 月 平成29年 4 ̃ 7 月
平成13年 4 ̃ 5 月 平成30年 4 ̃ 8 月
平成17年 4 ̃ 7 月 令和元年 4 ̃ 8 月

平成21年 7月
出 典 : 国 土 交 通 省 常 陸 河 川 国 道 事 務 所  「過去の混水被害

-11-

表1-4 目域内河川に関連する

の名称
(漁業権対象魚種)

t二い にごい やまめ

l1l、な あゆ さ<らます

lうなき おいかわ えむし
iわかさぎ ぼら しじみ
lえび はぜ
0<°い かじか

漁漁業の位置(,_業権の範囲)

藤城量内のlB珂川及び緒川その他
支新L(通;召川を除<。)

出 典 : 一 表 城 県 報 ( 平 成 2 5 年 6 月 2 4 日 ) )
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2 .  利水における現状と課題

那珂川周辺に開けた低地には古く よ り水田が開け,

た。 そのほとんどは那珂川本川から水を得ているが,

おいては各支川より取水し,  か ん が い を 行 つ て い る 。

水 と し て の 利 用 も 行 わ れ て い る 。

表1-2 主 な 河 川 の 水 利 用  ( 許 可 水 利 権 )

農業を中心に発達してき

支川周辺に開けた農地に

ま た , 水 道 用 水 や 工 業 用

河川名
水利使用の

目的

許可水利権

件数

かんがい面積の

合計(ha)

最大取水量の合

計(m3/s )

中 丸 川 か ん が い 5 150.9 0 . 434

本 郷 川 か ん が い 2 6 0 . 5 0 . 1 64

桜 川 か ん が い 3 37 .4 0 . 096

逆川 工業 1 0.014

早 戸 川 か ん が い 1 g .0 0 . 041

境川 か ん が い 1 70 . 1 0 . 117

藤井川 か ん が い 7 199 . 9 0 . 433

西 田 川 か ん が い 1 7 . 0 0 . 014

前沢川

緒 川

か ん が い

か ん が い

3

8

2 6 . 0

8 4 3

0 . 095

() . 3 9 5

水 道 2 0 . 005

小舟川

大 沢 川

か ん が い

か ん が い

2

i
1 . 8

3 0

0 . 008

1) . 1 2 0

合 計 37 649 . 9 1 . 9 3 6

(出典:

表城県利水現況調書

( H 2 6 年 1 2 月 末 現 在 ) )

これらの各河川において,取水等に影響を与えた小規模な渇水が過去に発生

している。那珂川本川の渇水被害の発生状況は表1-3 の と お り で あ り ,  ほ と ん

ど が 4 月 末 か ら 5 月 初 め に 発 生 し て い る 。  この渇水発生時の対策として,農

業用水や都市用水の取水制限等が実施されている。

その他の河川利用としては, 圏域内に, 遊魚や内水面漁業が営まれている河

川があり. 漁業権の設定状況は表14に示すとおりである

表1-3 那珂川本川の温水被書の状況 表1-4 目 域 内 河 川 に 関 連 す る 内 水 面 流 業 権 一 覧

年度 期間(月)

昭和62年 4 ̃ 5

平 成 2 年 8

平 成 5 年 4 ̃ 5

平 成 6 年 4 ̃ 5

平 成 8 年
4 ̃ 5

8

平 成 9 年 4 ̃ 5

平成13年 4 ̃ 5

( 出 典 : 環 境 百 科 那 珂 川

( 平 成 1 8 年 1 2 月 .  国士交通省))

-10-

出 典 : 一 茨 城 県 報 ( 平 成 2 5 年 6 月 2 4 日 )



■
変 更 後 変 更 前

こ う した河川の利水 ・ 河 川 利 用 の 実 態 を 踏 ま え ,  こ れ ら に 支 障 を 来 た さ な

い よ う な 河 川 の 流 水 管 理 が 必 要 で あ る 。

團域内の一 部 の 河 川 に お い て 水 位 及 び 流 量 観 測 を 行 つ て い る が ,  今 後 と も

観測を継続的に実施し,  流況の把握に努めていく必要がある。

m 3 / s  藤井川低水流量等推移表(藤井地点)

6 00

500

400

3 00

200

1 00

0 00

H10 Hl i H12 H13 H14

※ 豊 水 流 量 , 「 平 水 流 量 」 , ,

9 5 日 ,  1 8 5 日 ,  2 7 5 日 ,  ,3

図1-9 那i可川圈

変
更
な
し

7 H18 H19 H20 H21 H22

年
i水流量 通水流量

渇水流量 は, 1 年 を 通 じ て そ れ ぞ れ

下 回 ら な い 流 量 の こ と 。

) 流 況 デ ー タ

河川名

ダ ム 形 式

藤井川

重 カ 式 コ ン ク リ ー ト ダ ム

完成年

総 貯 水 量

平成21年度

4 462 000m3

有効時水量

洪 水i的 量

4.212.000m3

3750 000m3

違水面城 40.0ha

i 節 3 7 5m

堤順長 90m

目的
洪水調節.不特定利水

差 法 , 上 水 道

写直1-4 藤井川ダムの状況

- 12-
-12-

こ う し た 河 川 の 利 水 ・ 河 川 利 用 の 実 態 を 踏 ま え ,  こ れ ら に 支 障 を 来 た さ な い よ

うな河川の流水管理が必要である。

圈域内の一 部の河川において水位及び流量観測を行つているが, 今 後 と も 観 測

を継続的に実施し, 流況の把握に努めていく必要がある。

m 3 / s  藤井川低水流量等推移表(藤井地点)

6 00

500

400

aoo

200

1 00

0 00

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H l 9  H20 H21

-・一登1水流量 -・ 平水流量 + 低水流量 是水流量

H22

年

※ 豊 水 流 量  , 「平水流量」, 低水流量」, 渇水流量 は ,  1 年 を 通 じ て そ れ ぞ れ

9 5 日 ,  1 8 5 日 ,  2 7 5 日 ,  , 3 55日はこれを下回らない流量のこと.

図1-9 那i可川圈域内の近年の流況データ

河川名

ダ ム 形 式

藤井川

重 カ 式 コ ン ク リ ー ト ダ ム

完成年

総 貯 水 量

平成21年度

4 462,000m3

有効時水量

; 共 水 調 節 量

4.212.000m3

3750,000m3

違水面積 40.0ha

i是高 3 7 5m

堤順長 90m

目的
洪水調節.不特定利水

差演.上水道

写直1-3 藤井川ダムの状況

- 1 i -



変 更 後 変 更 前

3 .  環境における現状と課題

( 1 ) 圈 域 河 川 の 水 質

本圈域の河川の水質に 一
渡川, 逆川を含む) ,  早戸 .

い る 。  こ れ ら の 河 川 で は ,

視 が 行 わ れ て い る 。 近 年 l7:

指標であるBOD※' (生物イヒ

ている河川が多いものの,

るまでに至つていない状、源

今 後 と も , 水 質 の 保 全 及

表1-5

3 .  環境における現状と課題

( 1 ) 圈 域 河 川 の 水 質

本圈域の河川の水質にっいては, 中 丸 川 ( 大 川 ,  本 郷 川 を 含 む ) , 桜 川  (沢

渡川, 逆川を含む) ,  早 戸 川 , 藤 井 川 , 塩 子 川 ,  緒川で環境基準が指定されて

い る 。  これらの河川では,環境基準点を選定して水質観測を実施し,  水質の監

視が行われている。近年の水質を,環境基準点において,  有機汚濁の代表的な

指標であるBOD※' (生物化学的酸素要求量)で評価すると,  環境基準を達成し

ている河川が多いものの,  流域に市街地を抱える早戸川では環境基準を満足す

る ま で に 至 つ て い な い 状 況 で あ る 。

今 後 と も , 水 質 の 保 全 及 び 改 善 に 努 め て い く 必 要 が あ る 。

表1-5 那珂川目域の河川の環境基準

いては,  中 丸 川 ( 大 川 , 本 郷 川 を 含 む ) , 桜 川 ( 沢

l l , 藤 井 川 , 塩 子 川 , 緒 川 で 環 境 基 準 が 指 定 さ れ て

環境基準点を選定して水質観測を実施し, 水質の監

水 質 を , 環 境 基 準 点 に お い て , 有 機 汚 濁 の 代 表 的 な

学 的 酸 素 要 求 量 ) で 評 価 す る と , 環 境 基 準 を 達 成 し

流域に市街地を抱える早戸川では環境基準を満足す

である。

び[ て い く 必 要 が あ る 。

変
那 更 可川の環境基準

ーl・__
水域名 範 囲 美 '‘'・ ;f

- し i
a下

違成期間※2
環境基準

点名
告示年月日 水域名 範 囲 類型

環境基準
(BOD) 達成期間※2

環境基準
点名

告示年月日

中丸川
全 域
(大川、本郷川を合む)

/、 柳沢橋

平成10年3月30日
(県告示)

中丸川
全 域
(大川、本郷川を含む)

0 5mg/l以下 /、 柳沢橋

平成10年3月30日
(県告示)

桜川
全 域
(沢渡川、逆川を含む)

ロ 駅南小橋 桜川
全 域
(沢渡川、逆川を含む)

c 5mg/l以下 ロ 駅南小橋

早戸川(1)
田彦水門より上流

(大井川を含む)
B 3mg/l以下 口 陸橋 早戸川(1)

田彦水門より上流
(大井川を含む)

B 3mg/l以下 口 陸 橋

早戸川(2)
田彦水門から那珂川と
の合流点まで

0 5mg/l以下 口 浄水場下 早戸川(2)
田彦水門から那珂川と
の合流点まで

0 5mg/l以下 口 浄水場下

藤井川 全 域 A 2mg/l以下 イ 上合橋 藤井川 全 域 A 2mg/l以下 イ 上合橋

塩子川 全 域 AA 1mg/l以下 / 、 機崎橋 塩子川 全 域 AA 1mg/l以下 / 、 機崎橋

結川 全 域 A 2mg/l以下 イ 緒川橋 結川 全 域 A 2mg/l以下 イ 緒川橋

* 1 B  〇 D ; B O D と は ,  生物化学的酸素要求量(Biochemica10xygen Demand)の略で,
水 の 汚 れ ぐ あ い を あ ら わ す 指 標 。  環境基準値と比較して水質の程度を評価

する場合は, BOD75%値を用いて水質を評価する。
な お ,  BOD75%値とは,  年 間 の 日 間 平 均 値 の 全 デ ー タ n 個 を そ の 値 の 小 さ

い も の ( 水 質 の 良 い も の ) か ら 順 に 並 べ た と き , 0 . 7 5 x n 番 目 と な る 数 値 の

こ と 。

* 2 達 成 期 間 1 「 イ 」 は 直 ち に 達 成 ,  「ロ」  は5年以内で可及的速やかに達成, 「 ハ 」 は 5 年

を超える期間で可及的速やかに達成, 「二」 は段階的に暫定目標を達成しっ

つ, 環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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* 1 B 〇 D ; B O D と は , 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 ( B i o c h e m i c a 1 0 x y g e n  Demand)の略で,
水 の 汚 れ ぐ あ い を あ ら わ す 指 標 。  環境基準値と比較して水質の程度を評価

する場合は,BOD75%値を用いて水質を評価する。

な お , B O D 7 5 % 値 と は , 年 間 の 日 問 平 均 値 の 全 デ ー タ n 個 を そ の 値 の 小 さ

い も の ( 水 質 の 良 い も の ) か ら 順 に 並 べ た と き , 0 . 7 5 x n 番 目 と な る 数 値 の

こ と 。

* 2 達 成 期 間 1 「 イ 」 は 直 ち に 達 成 , 「 ロ 」 は 5 年 以 内 で 可 及 的 速 や か に 達 成 , 「 ハ 」 は 5 年

を超える期間で可及的速やかに達成,「二」は段階的に暫定目標を達成しっ

つ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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変 更 後 変 更 前

( 2 )  動植物の生息・生育・繁殖環境

本 圏 域 の 動 植 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環 境 は 以 下 の と お り で あ り ,  こ れ ら の 保

全に十分配慮していく必要がある。

(植生等)

本圈域は, 那珂川沿川の低地及び台地には広葉樹植生が広がり,  流域の至

る と こ ろ に , 水 田 と 小 規 模 な 広 葉 樹 林 が 隣 接 す る 里 山 環 境 が 見 ら れ る 。 藤 井 川
せ ぃ お ん じ  こ ま っ じ

流 域 の 清 音 寺 周 辺 に は ス ギ ・ ヒ ノ キ か ら な る 常 緑 針 葉 樹 林 が , 小 松 寺 周 辺 に は

ス ダ ジ イ ・ ア ラ カ シ 等 か ら な る 暖 帯 性 常 緑 樹 林 が ,  また中丸川流域内の釜上神

社 周 辺 に は タ ブ ノ キ ・ ヒ イ ラ ギ 等 か ら な る 暖 帯 性 常 緑 樹 林 が あ り ,  こ れ ら の 樹

林帯は貴重な地域として茨城県自然環境保全地域に指定されている。

圈域内の河川における水辺の植生は. ツ ル ヨ シ ,  シロザなどの草本類が見ら

れ る 他 , 藤 井 川 や 緒 川 で は 竹  1 随 所 に 見 ら れ る 。 ま た ,  早戸川に絶減

危惧 n 類 の コ ウ ホ ネ ゃ ナ ガ ェ  変 .渡川に準絶滅危惧のザゼンソウが生育

している。 更
(魚類)

、 一 、 な 、 、,魚 類 に っ し て は , 那 珂 川 本  l 水 辺 の 国 勢 調 査 ( 平 成 1 8 年 度 国 土 交

通 省 実 施 ) 」 に よ る と ,  アュ等 し l在認されている。また,  「那珂川水系魚

類 調 査 ( 平 成 1 4 年 茨 城 県 河 j  に よ る と ,  圈 域 内 で 計 3 0 種 が 確 認 さ

れ て い る 。  ま た ,  近年では桜,,、M n, l ,緒川等でサケの遡上が確認されてい

る。

市街地を流れる中丸川, 桜川, 早 戸 川 で は コ イ ,  オイカワをはじめ絶滅危惧

II 類のギバチ, ヤ リ タ ナ コ ,  ス ナ ヤ ツ メ 等 や 準 絶 減 危 惧 の ミ ナ ミ メ ダ 力 が 生 息

し て い る 。 ま た , 桜 川 に 隣 接 す る 千 波 湖 で は モ ツ ゴ や ョ シ ノ ボ リ 等 が 多 く 確 認

されている。

一方, 山間部を流れる藤井川, 大 谷 原 川 , 緒 川 で は ウ グ イ ,  シ マ ド ジ ョ ウ の

ほか清流を好むアュ, カ ジ カ 等 が 生 息 し て お り ,  ま た ,  絶滅危惧 II 類のギバチ,

ホ ト ケ ド ジ ョ ウ や 準 絶 減 危 惧 の ミ ナ ミ メ ダ カ も 確 認 さ れ て い る ほ か , 桜 川 で は

絶滅危惧I A 類 の 力 ラ ス ガ イ が 確 認 さ れ て い る 。

(両生類)

準 絶 減 危 惧 の ト ウ キ ョ ウ サ ン シ ョ ウ ウ オ が 圈 域 内 に 生 息 し て い る こ と が 確

認 さ れ て い る 。

(昆虫等)

昆虫にっいては, 山間部を流れる緒川と藤井川で危急種のゲンジボタルの生
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( 2 )  動植物の生息・生育・繁殖環境

本 圏 域 の 動 植 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環 境 は 以 下 の と お り で あ り ,  こ れ ら の 保

全に十分配慮していく必要がある。

(植生等)

本圈域は, 那珂川沿川の低地及び台地には広葉樹植生が広がり,  流域の至

る と こ ろ に , 水 田 と 小 規 模 な 広 葉 樹 林 が 隣 接 す る 里 山 環 境 が 見 ら れ る 。 藤 井 川
せ ぃ お ん t  こ ま っ t

流 域 の 清 音 寺 周 辺 に は ス ギ ・ ヒ ノ キ か ら な る 常 緑 針 葉 樹 林 が , 小 松 寺 周 辺 に は

ス ダ ジ イ ・ ア ラ カ シ 等 か ら な る 暖 帯 性 常 緑 樹 林 が ,  また中丸川流域内の釜上神

社 周 辺 に は タ ブ ノ キ ・ ヒ イ ラ ギ 等 か ら な る 暖 帯 性 常 緑 樹 林 が あ り ,  こ れ ら の 樹

林帯は貴重な地域として茨城県自然環境保全地域に指定されている。

圈域内の河川における水辺の植生は, ツ ル ヨ シ ,  シ ロ ザ な ど の 草 本 類 が 見 ら

れ る 他 , 藤 井 川 や 緒 川 で は 竹 類 の 群 生 が 随 所 に 見 ら れ る 。 ま た ,  早戸川に絶滅

危惧 II 類 の コ ウ ホ ネ や ナ ガ ェ ミ ク リ ,  沢渡川に準絶滅危惧のザゼンソウが生育

している。

(魚類)

魚 類 に っ い て は , 那 珂 川 本 川 の 「 河 川 水 辺 の 国 勢 調 査 ( 平 成 1 8 年 度 国 土 交

通 省 実 施 ) 」 に よ る と ,  ア ュ 等 6 1 種 が 確 認 さ れ て い る 。 ま た ,  「那珂川水系魚

類 調 査 ( 平 成 1 4 年 茨 城 県 河 川 課 実 施 ) 」 に よ る と ,  圈 域 内 で 計 3 0 種 が 確 認 さ

れ て い る 。  ま た ,  近年では桜川や藤井川,緒川等でサケの遡上が確認されてい

る。

市 街 地 を 流 れ る 中 丸 川 , 桜 川 ,  早 戸 川 で は コ イ ,  オイ力ワをはじめ絶減危惧

I I類のギバチ, ヤ リ タ ナ コ ,  ス ナ ヤ ツ メ 等 や 準 絶 滅 危 惧 の ミ ナ ミ メ ダ カ が 生 息

し て い る 。 ま た , 桜 川 に 隣 接 す る 千 波 湖 で は モ ツ ゴ や ョ シ ノ ボ リ 等 が 多 く 確 認

されている。

一方, 山間部を流れる藤井川, 大 谷 原 川 , 緒 川 で は ウ グ イ ,  シ マ ド ジ ョ ウ の

ほか清流を好むアュ, カ ジ カ 等 が 生 息 し て お り ,  ま た , 絶 滅 危 惧 II 類のギバチ,

ホ ト ケ ド ジ ョ ウ や 準 絶 減 危 惧 の ミ ナ ミ メ ダ カ も 確 認 さ れ て い る ほ か , 桜 川 で は

絶 滅 危 惧 I  A 類 の 力 ラ ス ガ イ が 確 認 さ れ て い る 。

(両生類)

準 絶 減 危 惧 の ト ウ キ ョ ウ サ ン シ ョ ウ ウ オ が 圈 域 内 に 生 息 し て い る こ と が 確

認 さ れ て い る 。

(昆虫等)

昆虫にっいては, 山間部を流れる緒川と藤井川で危急種のゲンジボタルの生
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変 更 後 変 更 前

息が確認されている。

(鳥類)

鳥類にっいては,早戸川上流にサギ類の集団繁殖地及びねぐらがあり,桜川

支川の逆川にはサキ類の集団繁殖地がある。

?各 動 植 物 種 の カ テ ゴ リ ー は 「 茨 城 県 版 レ ノ ト データ プ ノ ク (茨城 に お け る 絶減の お そ れ の あ る

野生生物)<植物編)2012年改訂版及びく動物編)20 l 6年改訂版 に よ る 。

( 3 ) 目 域 内 河 川 の 景 観. 歴史 - 文化

本圈域は茨城県の県央地域を横断している。 圈域北西部には那珂川を中心と

した豊かな自然景観が広がり,緒川,藤井川,大谷原川等多くの自然を残す蛇

行河川と, そのf合川の平地に展開した農地や集落等により, のどかな田園風景

が形成されている。

圈域南部にあたる水戸市は,徳川家の城下町として整備が進められた歴史的

に 古 く 由 緒 あ る 街 で あ り ,  自然環境が比較的良好に残されている。千波イ胡周辺

は偕楽園公園として, 市民のふれあいの場や風光明媚な観光名所となっており,

春は梅林や桜並木, 冬は白鳥の飛来により四季折々の豊かな景観となっている。

ま た , 偕 楽 園 公 園 内 を 流 れ る 桜 川 は ,  「 ふ る さ と の 川 整 備 事 業 」 に よ り 周 辺 環

境と 一体となった整備が図られてきた。

今 後 と も ,  国域内河川の景観やf合川に広がる歴史・文化財の保全等に十分配

慮 し て い く 必 要 が あ る 。

-17-
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(鳥類)

鳥 類 に っ い て は , 早 戸 川 上 流 に サ ギ 類 の 集 団 繁 殖 地 及 び ね ぐ ら が あ り , 桜 川

支川の逆川にはサギ類の集団繁殖地がある。
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( 3 ) 圈 域 内 河 川 の 景 観 , 歴 史 - 文化

本圏域は茨城県の県央地域を横断している。 圏域北西部には那珂川を中心と

した豊かな自然景観が広がり, 緒 川 , 藤 井 川 ,  大谷原川等多くの自然を残す蛇

行 河 川 と ,  そのKe川の平地に展開した農地や集落等により,  のどかな田園風景

が形成されている。

圏域南部にあたる水戸市は, 徳川家の城下町として整備が進められた歴史的

に 古 く 由 緒 あ る 街 で あ り ,  自然環境が比較的良好に残されている。千波湖周辺

は 偕 楽 園 公 園 と し て ,  市民のふれあいの場や風光明媚な観光名所となっており,

春は梅林や桜並木, 冬は白鳥の飛来により四季折々の豊かな景観となっている。

ま た , 偕 楽 園 公 園 内 を 流 れ る 桜 川 は ,  「 ふ る さ と の 川 整 備 事 業 」 に よ り 周 辺 環

境と 一体となった整備が図られてきた。

今 後 と も ,  圏域内河川の景観やK0川に広がる歴史・文化の保全等に十分配慮

していく必要がある。
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第 3 節  河川整備計画の日標

1 _  河川整備計画の対象区間

河川整備計画の対象とする区間は,  表1-6に掲げる県管理区間とする

表1-6(1) 那河川日域河川整備計画対象区間
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第 3 節  河川整備計画の日標

1 . 河川整備計画の対象区間

河川整備計画の対象とする区間は,  表1-6に掲げる県管理区間とする

表1-6(1) 那l可川團域河川整備計画対象区間

-17-



変 更 後 変 更 前

表1-6(2) 那珂川圈域河川整備計画対象区間
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表1-6(2) 那珂川日域河川整備計画対象区間
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変 更 後 変 更 前

2 .  河川整備計画の対象期間

本圏域の河川整備事業を進めるにあたっては, 流域内の人ロ分布や士地利用

の変化への対応を考慮した上で, 治水効果の早期発現や自然環境に配慮した河

道改修等効果的な河川改修を段階的に行つていくものとし, 本河川整備計画の

対象期間は概ね30年間とする。

なぉ,本計画は現時点の圏域の社会状況, 自然状況,河道状況に基づき策定

さ れ た も の で あ り ,  策定後におけるこれらの状況の変化や新たな知見 - 技術等

の 変 化 に よ り , 適 宜 見 直 し を 行 う も の と す る 。

3 , 洪水等による災書の発生の防止又は軽滅に関する日標

本圏域内の河川においては,治水安全度の目標として,流域の市街化動向や

沿川の資産状況,河川の重要度等を勘案し,暫定的な整備も含め,緒川,大谷

原川が概ね年超過確率1/10規模,桜川,沢渡川,  中 丸 川 , 本 郷 川 , 大 川 が 年

超 過 確 率 1 / 5 規 模 洪 水 を 安 全 に 流 下 さ せ る こ と を 目 標 と す る 。 藤 井 川 は ,  ダ

ムの治水機能とあわせ, 概ね年超過確率1/60規模の洪水を安全に流下させる

こ と を 目 標 と す る 。  田野川にっいては, 本川からの背水による氾濫を防止する

ことを目標とする。西田川にっいては,遊水地等の整備の検討を行い, 目標を

設定する。

また, 河川整備を行う際は, 圈域内の基幹となる河川や被害の軽減を図る観

点 か ら ,  市街化の拡大等による人口や資産等が集積している区間を重点的に進

め て い く も の と し ,  同時に,地域及び各関係機関等が連携した遊水・貯留機能

の 確 保 ・ 向 上 や , 浸 水 が 見 込 ま れ る 区 域 に お け る 士 地 利 用 ・ 住 ま い 方 な ど を 組

み合わせる多重防御治水を推進する。

さ ら に ,  圈域の各河川において施設の能力を上回る洪水が発生した場合に,

人 命 ・ 資 産 ・ 社 会 経 済 の 被 害 を で き る 限 り 軽 減 す る こ と を 目 標 と し て , 施 設 の

構 造 や 運 用 等 を 工 夫 す る と と も に ,  円滑かっ迅速な避難の促進などのソフト対

策を関係機関と連携して 一体的・計画的に推進する。
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2 .  河川整備計画の対象期間

本圏域の河川整備事業を進めるにあたっては, 流域内の人ロ分布や土地利用

の変化への対応を考慮した上で, 治水効果の早期発現や自然環境に配慮した河

道改修等効果的な河川改修を段階的に行つていくものとし,本河川整備計画の

対象期間は概ね30年間とする。

なお,本計画は現時点の圈域の社会状況, 自然状況,河道状況に基づき策定

さ れ た も の で あ り ,  策定後におけるこれらの状況の変化や新たな知見・技術等

の 変 化 に よ り , 適 宜 見 直 し を 行 う も の と す る 。

3 _  洪水等による災書の発生の防止又は軽滅に関する目標

本圏域内の河川においては,治水安全度の目標として,流域の市街化動向や

沿川の資産状況,河川の重要度等を勘案し, 暫 定 的 な 整 備 も 含 め , 緒 川 , 大 谷

原 川 が 概 ね 年 超 過 確 率 1 / 1 0 規 模 , 桜 川 ,  沢渡川, 中 丸 川 , 本 郷 川 , 大 川 が 年

超 過 確 率 1 / 5 規 模 洪 水 を 安 全 に 流 下 さ せ る こ と を 日 標 と す る 。 藤 井 川 は ,  ダ

ムの治水機能とあわせ,概ね年超過確率1/60規模の洪水を安全に流下させる

こ と を 目 標 と す る 。

ま た ,  河川整備を行う際は,  圈域内の基幹となる河川や被害の軽減を図る観

点 か ら ,  市街化の拡大等による人ロや資産等が集積している区間を重点的に進

め て い く も の と す る 。

さ ら に ,  各河川の流下能力を上回る洪水に対しても, 被害を最小限に抑える

よ う 努 め る も の と す る 。
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4 .  河川の適正な利用及び流水の正常な機能の推持に関する日標

本圏域内の河川にっいては, 基本的には現在の流況を保持するものとする。

ま た ,  今後とも圏域内河川の水位及び流量観測を継続的に実施し, 流況の把

握に努める。

さ ら に , 低 水 流 況 の 向 上 の た め ,  関係機関や地域住民と連携して, 圏域内に

現存する森林や農地, ため池の保全等を図り,健全な水循環系の構築に努める。

藤井川にっいては, 既得取水の安1ii'イl'及び流水の清潔の保持, 動植物の保護

等 に 必 要 と な る 量 を ,  ダムをi ら 確 保 す る も の と す る 。

変
5 _河川環境の整備と保全に関 更

本圈域内では, 地域の特f tj: 豊 か な 動 植 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環
境等の自缺 環境 に 配 慮 し ナ が ? 一 応 じ  生物の生自 ン ?間の車続性の確, 、 環  - 、 「 - L , _、 二 i 日  e ツ

, - し
保に努め, 河川整備を,1r了 つ て する。

水質の保全及び改善の目橋 ま, 各河川の類型指定による環境基準

値 に よ る も の と し ,  現在, 類型指定されていない河川にっいても,  環境部局

等 と の 連 携 を 図 り な が ら 水 質 の 保 全 ・ 改 善 に っ い て 検 討 し て い く も の と す る 。

ま た ,  河川流域には多数の文化財が所在していることから,  その保護に配慮

す る と と も に , 河 川 空 間 や 河 川 に 係 る 観 光 ,  イ ベ ン ト ,  遊漁等にも配慮し, 地

域住民の多樣化する=ー ズ に 対 応 し た 親 し み の も て る 川 づ く り に 取 り 組 ん で い

く も の と す る 。
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19ペー ジの続き

4 . 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

本圏域内の河川にっいては, 基本的には現在の流況を保持するものとする。

ま た ,  今後とも圏域内河川の水位及び流量観測を継続的に実施し, 流況の把

握に努める。

さ ら に , 低 水 流 況 の 向 上 の た め ,  関係機関や地域住民と連携して, 圏域内に

現存する森林や農地, ため池の保全等を図り,健全な水循環系の構築に努める。

藤井川にっいては,既得取水の安定化及び流水の清潔の保持, 動植物の保護

等に必要となる量を,  ダ ム を 活 用 し な が ら 確 保 す る も の と す る 。

5 _  河川環境の整備と保全に関する目標

本圈域内では, 地域の特色ある植生, 豊 か な 動 植 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環

境等の自然環境に配慮しながら,  必要に応じ,  生物の生息空間の連続性の確

保に努め, 河 川 整 備 を 行 つ て い く も の と す る 。

水質の保全及び改善の日標にっいては, 各河川の類型指定による環境基準

値 に よ る も の と し ,  現在, 類型指定されていない河川にっいても,  環境部局

等 と の 連 携 を 図 り な が ら 水 質 の 保 全 ・ 改 善 に っ い て 検 討 し て い く も の と す る 。

ま た ,  河川流域には多数の文化財が所在していることから, その保護に配慮

す る と と も に , 河 川 空 間 や 河 川 に 係 る 観 光 ,  イ ベ ン ト , 遊 漁 等 に も 配 慮 し , 地

域 住 民 の 多 様 化 す る ニ ー ズ に 対 応 し た 親 し み の も て る 川 づ く り に 取 り 組 ん で い

く も の と す る 。
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変 更 後 変 更 前

第2章河川の整備の実施に関する事項

第 1 節 河 川エ事の日的. 種類及び施行の場所並びに当該河川エ事の
施行により設置される河川管理施設の機能の概要

1 .  河川エ事の日的

河 道 改 修 と 調 節 池 の 整 備 に よ り , 浸 水 被 害 の 軽 減 を 図 る と と も に , 健 全 な 水

循環系の構築を目指しっつ現存する良好な動植物の生息・生育・繁殖環境の保

全、良好な景観の維持 - 形成及び水質の維持 - 改 善 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

2 .  河川エ事の種類

( 1 ) 河 道 改 修

河 積 の 不 足 し て い る 箇 所 に お い て は , 川 幅 を 拡 げ る と と も に , 堤 防 の 嵩 上 げ

及 び , 河 床 の 掘 削 を 行 い , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う に す る 。 本 川 - 支

川が合流する箇所においては, 安 全 に 洪 水 を 流 下 さ せ る こ と が で き る よ う ,  本

川の管理者と連携して河川整備を実施する。

( 2 )  調節池の整備

桜川流域及び中丸川流域にっいては, 流域内の開発等による流出量の増加

に対応するため, 河川の改修とあわせて河道のピーク流出量の低減を目的とし

た調節池を整備する。

( 3 )  千波湖導水の整備

靈ケ浦導水事業による那珂川から桜川への導水に併せて, 第二期水環境改

善 緊 急 行 動 計 画 ( 桜 川 清 流 ル ネ ッ サ ン ス n ) に 即 し た 桜 川 ( 千 波 湖 ) の 水 質

浄化対策と良好な水環境の構築のため, 千波湖への導水施設を整備し, 河川

環境の保全等に寄与する。

( 4 ) 危 機 管 理 型 ハ ー ド 対 策

本川との合流部等において,  越水等が発生した場合でも決壊までの時間を

少 し で も 引 き 延 ば せ る よ う ,  堤防天端の保護や堤防裏法尻の補強による粘り

強い堤防の整備を実施する。
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第2章河川の整備の実施に関する事項

第 1 節 河 川エ事の目的, 種類及び施行の場所並びに当該河川エ事の
施行により設置される河川管理施設の機能の概要

1 _  河川工事の目的

河 道 改 修 と 調 節 池 の 整 備 に よ り , 浸 水 被 害 の 軽 減 を 図 る と と も に , 健 全 な 水

循環系の構築を目指しっつ現存する良好な動植物の生息・生育・繁殖環境の保

全 、 良 好 な 景 観 の 維 持 ・ 形 成 及 び 水 質 の 維 持 ・ 改 善 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

2 .  河川エ事の種類

( 1 ) 河 道 改 修

河 積 の 不 足 し て い る 箇 所 に お い て は , 川 幅 を 拡 げ る と と も に , 堤 防 の 嵩 上 げ

及 び , 河 床 の 掘 削 を 行 い , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う に す る 。

( 2 )  調節池の整備

桜川流域及び中丸川流域にっいては, 流域内の開発等による流出量の増加

に 対 応 す る た め , 河 川 の 改 修 と あ わ せ て 河 道 の ピーク流出量の低減を目的とし

た調節池を整備する。

( 3 )  千波湖導水の整備

霞ケ浦導水事業による那珂川から桜川への導水に併せて,  第二期水環境改

善 緊 急 行 動 計 画 ( 桜 川 清 流 ル ネ ッ サ ン ス n ) に 即 し た 桜 川 ( 千 波 湖 ) の 水 質

浄 化 対 策 と 良 好 な 水 環 境 の 構 築 の た め , 千 波 湖 へ の 導 水 施 設 を 整 備 し , 河 川

環境の保全等に寄与する。
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変 更 後 変 更 前

3 .  河川エ事の施行の場所

河川工事の施行場所は, 下表に示す河道の流下能力が不足している箇所及び

洪水調節のための調節池を整備する箇所とする。

表2-1 河川工事の施行の場所

3 _  河川工事の施行の場所

河川工事の施行場所は, 下表に示す河道の流下能力が不足している箇所及び

洪水調節のための調節池を整備する箇所とする。

表2-1 河川エ事の施行の場所

河 川 名 種 類 区 間 延 長 , 箇 所 数
河 川 名 種 類 区間 延 長 , 箇 所 数

中丸川
河道改修 那珂川合流点̃市道(長堀橋) 約6.4km 中丸川

本 郷 川

河道改修 那珂川合流点̃市道(長堀橋) 約6. 4km

調 節 池

河道改修

中丸川調節池

中 丸 川 合 流 点 ̃ 市 道

(1箇所)

約 1 . 2 k m
調 節 池 中丸川調節池 (1箇所)

本郷川 河道改修 中丸川合流点̃市道 約1.2km 大 川 河道改修 中丸川合流点̃市道(昭和通り) 約2.7km

大 川 河道改修 中丸川合流点̃市道 (昭和通り) 約2.7km
桜 川

沢 渡 川

河道改修 市 道 ( 千 波 大 橋 ) ̃ 市 道 ( 桜 川 橋 ) 約4.2km

調 節 池

導水施設

i可道改修

調 節 池

桜川調節池

桜 川 ̃ 千 波 湖

桜 川 合 流 点 ̃ 国 道 5 0 号 ( 石 川 橋 )

沢 渡 川 調 節 池

(1箇所)

( 1 箇 所 )

約 2 . 9 k m

( 1 箇 所 )

桜 川

河道改修 市道 (千波大橋)̃市道 (桜川橋) 約4.2km

調 節 池 桜川調節池 (1箇所)

導水施設 桜川̃千波湖 (1箇所)
藤井川

大 谷 原 川

緒  川

河道改修

i可道改修

河道改修

国道123号上流̃県道石岡城里線(小松橋)

藤 井 川 合 流 点 ̃ 中 山 1 号 橋 下 流

緒 川 橋 ̃ 高 官 木 第 2 号 堰 下 流

約4 .3km

約 2 .9km

約 3 2 . 6 k m
沢渡川

河道改修 桜川合流点̃国道50号(石川橋) 約2.9km

調 節 池 沢渡川調節池 (1箇所)
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藤井川 河道改修 国道123号上流̃県道石岡城里線(小松橋) 約4.3km

大谷原川 河道改修 藤井川合流点̃中山1号橋下流 約2.9km

緒 川 河道改修 緒川橋̃高官木第2号堰下流 約82.6km

田野川 河道改修 那 珂 川 合 流 点 ̃ 市 道  (田野川橋) 約2.2km

また,  圈域の各河川において, 本川との合流部区間等において危機管理型

ハー ド対策を実施する。

-23-





■
変 更 後

図2-2 那珂川目域河川整備状況模式図

-25-
-2 1i -

変 更 前

」 L_ 」
相 M

・ 用

新 川

l
八反国川

図2-2那珂川團域河川整備状況;l算式図
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変 更 後 変 更 前

4 .  河川エ事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

圈 域 内 の 整 備 対 象 区 間 ( 河 川 ) に お い て は ,  以 下 の よ う な 河 川 の 整 備 を 行 う 。

な ぉ , 整 備 に あ た っ て は , 動 植 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環 境 に 配 慮 し , 水 際 の

護 岸 は 必 要 最 小 限 に 留 め る と と も に , 河 道 形 状 が 画一的 に な ら な い よ う ,  みお

筋の確保や瀬・淵の保全に努める。

な か ま る が わ

〇中丸川

河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡 大 し て , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う

にする。

(調節池)

市街地に隣接した最上流部に洪水調節のための調節池を設置し, 下流部の洪

水流量の低減を図る。

調節池の整備にあたっては, i 間 を 利 用 し て ,  公 園 と の一体的利用

や池内水路, ビ オ ト ー プ空間 r 変 合水と環境が共存できるような多目的

な オ ー プ ン ス ペー ス の 創 出 に 実

更o 「議f,f ぉ実前
な河道改修は,概ね現況の河違 に と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 iii し i , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う

にする。

o さ法らJff
河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡 大 し て , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う

に す る も の と し ,  偕楽園公園等の周辺環境と調和した横断形とする。

桜 川 に っ い て は , ふ る さ と の 顔 と な る 水 辺 空 間 を 整 備 す る 「 ふ る さ と の 川 整

備事業」 と し て ,  人々が水辺に触れ合えるための法面の緩傾斜化や従来の良好

な自然環境維持のため既存樹木の保全等に努める。

(調節池)

桜川緑地に洪水調節のための調節池を設置し, 桜川下流部の洪水流量の低減

を図る。

調節池の整備にあたっては, 平常時の空間を利用して, 緑 地 と の一体的利用

や池内水路, ビ オ ト ープ 空 間 の 形 成 等 , 治 水 と 環 境 が 共 存 で き る よ う な 多 目 的

な オープンスべー スの創出に努める。
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4 _  河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

圈 域 内 の 整 備 対 象 区 間 ( 河 川 )  に お い て は ,  以 下 の よ う な 河 川 の 整 備 を 行 う 。

な お , 整 備 に あ た っ て は ,  動 植 物 の 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖 環 境 に 配 慮 し ,  水際の

護 岸 は 必 要 最 小 限 に 留 め る と と も に ,  河道形状が画一的 に な ら な い よ う ,  み お

筋の確保や瀬・淵の保全に努める。

な か ま る が わ

〇中丸川

河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡 大 し て ,  計画流量を安全に流下できるよう

にする。

(調節池)

市街地に隣接した最上流部に洪水調節のための調節池を設置し, 下流部の洪

水流量の低減を図る。

調節池の整備にあたっては, 平常時の空間を利用して, 公 園 と の一体的利用

や池内水路, ビ オ ト ー プ空間の形成等, 治 水 と 環 境 が 共 存 で き る よ う な 多 目 的

な オ ー プ ン ス べ ー ス の 創 出 に 努 め る 。

o 「議f,f ぉ実前
河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や河床の掘削を行い,流下断面を拡大して,  計画流量を安全に流下できるよう

にする。

o さ法らJff
河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や河床の掘削を行い,流下断面を拡大して,  計画流量を安全に流下できるよう

に す る も の と し ,  偕楽園公園等の周辺環境と調和した横断形とする。

桜川にっいては, ふ る さ と の 顔 と な る 水 辺 空 間 を 整 備 す る  「 ふ る さ と の 川 整

備事業」 と し て ,  人々が水辺に触れ合えるための法面の緩傾斜化や従来の良好

な自然環境維持のため既存樹木の保全等に努める。

(調節池)

桜川緑地に洪水調節のための調節池を設置し, 桜川下流部の洪水流量の低減

を図る。

調節池の整備にあたっては, 平常時の空間を利用して, 緑 地 と の一体的利用

や池内水路, ビオトープ空間の形成等, 治 水 と 環 境 が 共 存 で き る よ う な 多 目 的

なオープンスべー スの創出に努める。
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変 更 後 変 更 前

(千波湖導水)

霞ケ浦導水事業による那珂川から桜川への導水 ( 最 大 3 m 3/ s )  に合わせて,

桜 川  (千波湖) の水質浄化のため, 千波湖への導水施設の整備による水質の

改 善 を 図 る と と も に , 良 好 な 河 川 環 境 の 保 全 等 に 努 め る 。

o議?,f
河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡 大 し て , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う

に す る 。

(調前池)

沢渡川緑地に洪水調節のための調節池を設置し, 桜川下流部の洪水流量の低

減を図る。

調節池を整備するにあたってi の 空 間 を 極 力 利 用 す る た め , 周 辺 地

形の改変を最小限とする形状と 変 の一体的利用や池内水路, ビ オ ト ー

プ 空 間 の 形 成 等 , 治 水 と 環 境 が ;  更 ょうな多目的なオー プ ン ス べース の

創出に努める。

な
o識iif し

河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 11l と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や河床の掘削を行い,流下断面・ , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う

にする。

o実容は意f ,f
河 道 改 修 は , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤 や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡

大 し て , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う に す る 。 そ の 際 , 合 流 先 の 藤 井 川 の

状況を踏まえた下流見合いの整備を進めることとする。

o描 ,ゎi
河 道 改 修 は , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤 や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡

大 し て , 計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う に す る 。 そ の 際 , 極 力 現 況 の 河 道 を

残すため, 流下能力が不足する箇所にっいて部分的な改修を行う。
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(千波湖導水)

霞ケ浦導水事業による那珂川から桜川への導水 ( 最 大 3 m 3/ s )  に合わせて,

桜川 ( 千 波 湖 ) の 水 質 浄 化 の た め ,  千波湖への導水施設の整備による水質の

改 善 を 図 る と と も に ,  良好な河川環境の保全等に努める。

o 識f,f
河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡 大 し て ,  計画流量を安全に流下できるよう

に す る 。

(調前池)

沢渡川緑地に洪水調節のための調節池を設置し, 桜川下流部の洪水流量の低

減を図る。

調節池を整備するにあたっては, 平常時の空間を極力利用するため, 周辺地

形 の 改 変 を 最 小 限 と す る 形 状 と し ,  緑地との一体的利用や池内水路, ビ オ ト ー

プ空間の形成等, 治 水 と 環 境 が 共 存 で き る よ う な 多 目 的 な オー プ ン ス べー スの

創出に努める。

o識iif
河 道 改 修 は , 概 ね 現 況 の 河 道 法 線 を 基 本 と し て , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤

や 河 床 の 掘 削 を 行 い , 流 下 断 面 を 拡 大 し て ,  計画流量を安全に流下できるよう

にする。

o実容は購 f ,f
河 道 改 修 は , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤 や 河 床 の 掘 削 を 行 い ,  流下断面を拡

大 し て ,  計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う に す る 。 そ の 際 , 合 流 先 の 藤 井 川 の

状 況 を 踏 ま え た 下 流 見 合 い の 整 備 を 進 め る こ と と す る 。

o描 ,ゎi
河 道 改 修 は , 川 幅 を 拡 げ る と と も に 築 堤 や 河 床 の 掘 削 を 行 い ,  流下断面を拡

大 し て ,  計 画 流 量 を 安 全 に 流 下 で き る よ う に す る 。 そ の 際 , 極 力 現 況 の 河 道 を

残すため, 流下能力が不足する箇所にっいて部分的な改修を行う。
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変 更 後 変 更 前

た 0 が わ

〇田野川

河道改修は, 本川の背水影響区間にっいて堤防の嵩上げを実施し, 本川から

の背水による氾濫を防止できるようにする。

に し だ が わ

〇西田川

水門閉鎖時における西田川の氾濫防止対策として, 周辺地形や現状の士地利

用等を考慮した遊水地等の整備を検討し, 必要な対策を実施する。

-28- 1 ペー ジ増

該当なし 新規追加
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変 更 後 変 更 前

第2節河川の総持の日的. 種類及び施行の場所

1 .  河川維持の目的

河川の維持管理にっいては, 災害の発生の防止や河川の適正な利用, 流水の

正常な機能の維持, 河川環境の整備と保全等の観点から, 河川本来の機能が十

分に発揮され, かっ, その目標が達成できるよう,適切な河川の維持管理に努

める。

2 .  河川維持の種類

( 1 )河川管理施設の維持管理

堤防,護岸,洪水調節施設等,  これらの施設がその機能を常に発揮し得るよ

う ,  日常的な河川巡視による異常の早期発見,状況の把握に努めるとともに,

必要な対策を行う。

( 2 )  河道の維持管理

定期的な河川巡視による堤防河岸や河床の状況把握に努め, 樹木の伐採,

河道の土砂払い, 除 草 や ゴ ミ 掃 除 な ど ,  洪水流下能力の維持や堤防河岸の利

用 に 配 慮 し た 適 切 な 維 持 管 理 を 行 つ て い く と と も に , 河 川 を 生 息 ・ 生 育 ・ 繁

殖 の 場 と し て い る 動 植 物 に 対 し て , 影 響 が 生 じ な い よ う に 配 慮 し て い く 。

( 3 )  流水の正常な機能の維持

流水の正常な機能の維持にあたっては, 水利用の適正化に向け, 関係機関と

の協力及び連携を図るとともに,必要に応じて水利用者相互の節水協力を求め

る 。

( 4 )  水質の保全及び改善

圈域内の河川の水質は, 概ねの河川で環境基準を達成しているものの, -

部の河川では環境基準を満たしていない状況にある。

今後とも公共下水道の整備等の生活排水対策やゴミ問題にっいて地域及び

関 係 機 関 と 協 力 ・ 連 携 を 図 り , 河 川 水 質 の さ ら な る 改 善 に 努 め る も の と す る 。

ま た ,  水質事故が発生した際は, 関 係 機 関 と 連 携 し ,  速やかな対応に努め

る も の と す る 。

( 5 )ダム.貯水池の維持管理

ダム本体, 貯水池及びダムに関わる施設等を常に良好に保つために必要な計

測 ・ 点 検 等 を 実 施 し , そ の 機 能 の 維 持 に 努 め る 。

3 .  河川維持の施行の場所

河川の維持を行う区間は, 圈域内の河川の県管理区間とする。
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第2節河川の総持の目的, 種類及び施行の場所

1 _  河川維持の目的

河川の維持管理にっいては,災害の発生の防止や河川の適正な利用, 流水の

正常な機能の維持, 河川環境の整備と保全等の観点から, 河川本来の機能が十

分に発揮され,  かっ, そ の 目 標 が 達 成 で き る よ う , 適 切 な 河 川 の 維 持 管 理 に 努

め る 。

2 .  河川維持の種類

( 1 )河川管理施設の維持管理

堤 防 , 護 岸 , 洪 水 調 節 施 設 等 ,  こ れ ら の 施 設 が そ の 機 能 を 常 に 発 揮 し 得 る よ

う ,  日 常 的 な 河 川 巡 視 に よ る 異 常 の 早 期 発 見 , 状 況 の 把 握 に 努 め る と と も に ,

必要な対策を行う。

( 2 )  河道の維持管理

定期的な河川巡視による堤防河岸や河床の状況把握に努めるとともに,河

道の土砂払い, 除 草 や ゴ ミ 掃 除 な ど ,  洪水流下能力の維持や堤防河岸の利用

に 配 慮 し た 適 切 な 維 持 管 理 を 行 つ て い く と と も に , 河 川 を 生 息 ・ 生 育 ・ 繁 殖

の 場 と し て い る 動 植 物 に 対 し て , 影 響 が 生 じ な い よ う に 配 慮 し て い く 。

( 3 )  流水の正常な機能の推持

流水の正常な機能の維持にあたっては, 水利用の適正化に向け, 関係機関と

の協力及び連携を図るとともに,必要に応じて水利用者相互の節水協力を求め

る 。

( 4 )  水質の保全及び改善

圏域内の河川の水質は, 概 ね の 河 川 で 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の の ,  -

部の河川では環境基準を満たしていない状況にある。

今後とも公共下水道の整備等の生活排水対策やゴミ問題にっいて地域及び

関 係 機 関 と 協 力 ・ 連 携 を 図 り ,  河 川 水 質 の さ ら な る 改 善 に 努 め る も の と す る 。

ま た ,  水質事故が発生した際は,  関 係 機 関 と 連 携 し ,  速やかな対応に努め

る も の と す る 。

( 5 ) ダ ム ,  時水池の維持管理

ダム本体, 貯水池及びダムに関わる施設等を常に良好に保つために必要な計

測 ・ 点 検 等 を 実 施 し ,  その機能の維持に努める。

3 .  河川維持の施行場所

河川の維持を行う区間は, 圏域内の河川の県管理区間とする。
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変 更 後 変 更 前

第 3 節  その他, 河川の整備を総合的に行うために必要な事項

1 .  河川情報の提供,日域における取り組みへの支援

多様化する流域住民のニー ズに反映した河川整備を進めていくためには, 関

係機関及び流域住民の理解と協力が不可欠である。 このため, 河川整備の実施

にあたっては, 住民に対し河川や流域に関する様々な情報を広く提供し, 意見

を 求 め , 住 民 と 一体 と な っ た 整 備 を 行 え る よ う , 必 要 に 応 じ て 計 画 を 見 直 し て

い く も の と す る 。

2 .  内水対策

那珂川本川等の内水対策にっいては, 国及び市町村等関係機関の協力を得

な が ら 取 り 組 ん で い く も の と す る 。

3 .  施設の能力を上回る洪水を想定した対策

雨量 - 水位等の観測デー タ, レーダ雨量計を活用した面的な雨量情報や河川

監視用C C T V カ メ ラ に よ る 映 像 情 報 を 収 集 ・ 把 握 し ,  適切な河川管理を行う

と と も に ,  洪 水 時 の リ ァ ル タ イ ム な 水 位 状 況 の 把 握 に 特 化 し た 水 位 計 で あ る

「危機管理型水位計」及び「簡易型河川監視カメラ」を活用した監視体制の充

実 を 図 り ,  その情報を関係機関へ伝達し, 円滑な水防活動や避難誘導等を支援

する。

また,水害の激甚化や治水対策の緊要性等を勘案し,緊急時において既存ダ

ムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう,  関係機関との連携の下,

事前放流の実施など必要な措置を講じる。

4 .  洪水氾濫に備えた社会全体での対応

近年の豪雨災害における逃げ遅れの発生等の課題に対処するために, 行政 -
住民 - 企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し,地域の実

情を踏まえっつ, 避難や水防等の事前の計画, 体制, 施設による対応が備えら

れた社会を構築していく。

(1)市町村による選難勧告等の適切な発令の促進

避難に関する計画が, 河川管理者等が行う洪水時における水位等の防災情報

を 的 確 に 反 映 し た も の と な る よ う , 減 災 対 策 協 議 会 等 の 仕 組 み を 活 用 し ,  白治

体 へ 情 報 提 供 等 を 行 う ホ ッ ト ラ イ ン の 構 築 を 図 る と と も に , 避 難 勧 告 の 発 令 に

着 目 し た タ イ ム ラ イ ン ( 水 位 予 測 に 基 づ く 行 動 ) の 策 定 - 改 善 を 行 う 。
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第 3 節 そ の 他. 河川の整備を総合的に行うために必要な事項

1 _  河川情報の提供,圈域における取り組みへの支援

多様化する流域住民の=ー ズ に 反 映 し た 河 川 整 備 を 進 め て い く た め に は , 関

係機関及び流域住民の理解と協力が不可欠である。 こ の た め ,  河川整備の実施

に あ た っ て は ,  住民に対し河川や流域に関する樣々な情報を広く提供し, 意見

を 求 め , 住 民 と 一 体 と な っ た 整 備 を 行 え る よ う , 必 要 に 応 じ て 計 画 を 見 直 し て

い く も の と す る 。

該当なし 新規追加

該当なし 新規追加

再構成

2 _  超過洪水対策

各河川の流下能力を上回る洪水によるi益す業 ・ 識i基等からの被害を最小限に

抑 え る た め , 特 に 人 命 ・ 財 産 へ の 被 害 軽 減 を 優 先 的 に 考 え , 河 川 周 辺 に お け

る 既 存 の 遊 水 機 能 を 活 か す こ と を 考 慮 す る と と も に , 河 川 改 修 な ど の ハ ー ド

対策と併せソフト対策の積極的な推進を図る。

具 体 的 に は , 迅 速 な 水 防 活 動 が 行 え る よ う に , 水 防 訓 練 を 行 う 等 ,  日頃か

ら 関 係 機 関 と の 連 絡 体 制 を 整 え る と と も に ,  出水毎に再度必要な水防資材な

ど に っ い て 確 認 す る な ど , 水 防 体 制 の 充 実 ・ 強 化 を 図 つ て い く 。
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変 更 後 変 更 前

( 2 )  住民等の主体的な選難等の促進

水位情報周知河川の指定,洪水浸水想定区域図の作成 - 公 表 を 行 う と と も

に , 洪 水 時 に 住 民 等 が 的 確 な タ イ ミ ン グ で 適 切 な 避 難 を 判 断 で き る よ う , 住

民一人一 人 の 防 災 行 動 を あ ら か じ め 定 め る マ イ ・ タ イ ム ラ イ ン 等 の 取 組 を 支

援 す る 。 避 難 行 動 に っ な が る リ ア ル タ イ ム 情 報 と し て ,  イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 携

帯 端 末 ,  地 上 デ ジ タ ル 放 送 ( デ ー タ 放 送 ) 等 を 積 極 的 に 活 用 し ,  わ か り や す

く ,  かっ迅速に洪水情報を提供する。

さ ら に , す べ て の 白 治 体 で 洪 水 ハ ザ ー ド マ ツ プ が 逐 次 更 新 さ れ る よ う , 支

援 し て い く 。

( 3 )  水防活動の促進

迅 速 な 水 防 活 動 が 行 え る よ う に , 水 防 訓 練 を 行 う 等 ,  日頃から関係機関との

連 絡 体 制 を 整 え る と と も に ,  出水毎に再度必要な水防資材などにっいて確認す

る な ど , 水 防 体 制 の 充 実 ・ 強 化 を 図 つ て い く 。

( 4 )  水書リスク情報の発信

開発業者や宅地の購入者等が土地の水害リスクを認識できるよう,不動産関

係団体への水害リスク情報の提供と周知協力の推進を図る。

5 .  流域全体を視野に入れた総合的な河川管理

都 市 化 に 伴 う 洪 水 流 量 の 増 大 , 河 川 水 質 の 惡 化 , 湧 水 の 枯 渇 等 に よ る 河 川 水

量の減少等に対し,水循環基本法の理念を踏まえながら,  圈域全体を視野に入

れた総合的な河川管理が必要である。

なお, 雨水を一時貯留するという水田の機能の保全と向上や主に森林士壌の

働 き に よ り 雨 水 を 地 中 に 浸 透 さ せ ,  ゆ っ く り 流 出 さ せ る と い う 森 林 や 水 源 林 の

機能の保全にっいては, 関係機関と連携しっつ, 推進を図る努力を継続する。

6 , 地域活動,環境教育等の支援

河川の美化活動などに取り組んでいる団体等にっいて, 今 後 と も こ れ ら の 活

動に協力, 支援を行う。

また, 学校における総合学習や地域団体が行つている子ども達への白然体

験活動を支援する等, 治 水 ・ 利 水 ・ 河 川 環 境 に 関 す る 知 識 の 周 知 に 努 め る と

と も に , 河 川 に 関 わ る イ ベ ン ト や 観 光 等 を 通 じ て ,  流 域 住 民 の 河 川 愛 護 , 美

化に対する意識を高める。

これら河川に関わる活動にっいては,  広報誌やインタ ーネ ッ ト 等 を 通 じ て

広 く 紹 介 し て い く e

1ム く、 111ロつl、し(- い、。 (1ページ増)
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ま た ,  水位情報周知河川の指定, 浸 水 想 定 区 域 図 の 作 成 ・ 公 表 を 行 う と と

も に ,  洪 水 ハ ザ ー ド マ ツ プ の 作 成 支 援 等 を 通 じ て ,  関 係 市 町 と 連 携 し ,  警 成

避 難 態 勢 の 充 実 ・ 強 化 を 図 つ て い く 。

さ ら に 現 在 ,  雨量・河川水位情報にっいては,  イ ン タ ーネ ッ ト ・ 携 帯 端 末

に よ り リ ア ル タ イ ム に よ る 情 報 提 供 を 行 つ て い る が ,  その際,  必要な情報を

わ か り や す く 伝 え る こ と で そ の 意 味 の 理 解 を 深 め , 住 民 の 適 切 な 行 動 を 喚 起

す る よ う に 努 め る 。

那珂川本川等の内水対策にっいては, 国及び市町村等関係機関の協力を得

な が ら 取 り 組 ん で い く も の と す る 。

該当なし 新規追加

3 .  河 川 愛 護 等 の 書 及 , 啓 発

河川の美化活動などに取り組んでいる団体等にっいて, 今 後 と も こ れ ら の 活

動に協力, 支 援 を 行 う 。

ま た ,  学校における総合学習や地域団体が行つている子ども達への自然体験

活 動 を 支 援 す る 等 , 治 水 ・ 利 水 ・ 河 川 環 境 に 関 す る 知 識 の 周 知 に 努 め る と と も

に , 河 川 に 関 わ る イ ベ ン ト や 観 光 等 を 通 じ て , 流 域 住 民 の 河 川 愛 護 , 美 化 に 対

する意識を高める。
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変 更 後 変 更 前

那珂川圏域河川整備計画

付 図
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付 図

〇流量配分図
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変 更 後 変 更 前

〇流量配分図

<中丸川・本a川・大川>

l l - = ,l _ 中 丸 川 施 行 区 間 L = 約 6 . 4 k m 十 中 丸 川 調 節 池  _ l

〇流量配分図

<中丸川・本郷川・大川>
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変 更 後 変 更 前
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藤井川

1 .40k付近

/ 計画

手一,-i1:.一 … ,: -一一一一・・f -

変
更
な
し

付 一 1 4

藤井川

1 4 0 k 付 近_::/-? :-?- : 一 一 一一?計、一

付 一 1 4

-14-



変 更 後 変 更 前

付 一 1 5

-1 1i -

付 一 1 5



変 更 後 変 更 前

大谷原川

1.6k付近

it画

一通;日

-f- :  l H . W L  ' …-一…一一一-----一…・ l -

変 ̃
更
な
し

付 一 1 6

大谷原川

1.6k付近

計画一̃R 0-4 - ,= i H . w. L ,' ………一一

----一…… W ' -

l 、、』mt!S

付 一 1 6

-16-













変 更 後 変 更 前
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該当なし 新規追加
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貯 水 池 容 量 配 分 図 ( 再 開 発 )
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